
篠山市滞在型市民農園ハートピア農園の指定管理候補者の選定について 

 
 
 篠山市滞在型市民農園ハートピア農園の指定管理候補者について、下記のと

おり選定しましたのでお知らせします。 
 今後、地方自治法の規定に基づき篠山市議会での議決を得て、市長が指定す

る予定です。 
 

記 
 
１ 選定された指定管理候補者 

  指定管理候補者名 ：有限会社グリーンファームささやま 
  所在地      ：篠山市細工所１１７番地 
  代表者名     ：代表取締役 畑 中 仁 司 
 
２ 指定管理期間 

  平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで（５年間） 
 
３ 指定管理料 

  なし 
 
４ 篠山市指定管理者選定委員会での指定管理候補者の選定 

（１）篠山市滞在型市民農園ハートピア農園に係る篠山市滞在型市民農園ハー

トピア農園指定管理候補者審査会での審査結果を受け、１１月１３日に開

催した「篠山市指定管理者選定委員会」において、指定管理候補者として

認め、選定した。 
 
（２）篠山市指定管理者選定委員会委員名簿 

氏 名 役 職 等 備 考 
前 川 修 哉 教育長 副委員長 
上 田 英 樹 政策部長  
植 村 富 明 総務部長  
小 山 辰 彦 教育部長  
堀 毛 宏 章 市民生活部長  

 
 



５ 篠山市滞在型市民農園ハートピア農園指定管理候補者審査会での審査 

（１）公平・公正な選定を確保するため、外部委員等５名より構成する「篠山

市滞在型市民農園ハートピア農園指定管理候補者審査会」を設置し、１１

月９日に申請書類及び提案内容を総合的に審査し、指定管理候補者として

内定した。 
 
（２）篠山市滞在型市民農園ハートピア農園指定管理候補者審査会委員名簿 

氏 名 役 職 等 備 考 
長 澤 義 幸 篠山市農都創造部長 委員長 
九 鬼 嘉 彦 村雲地区自治会長会会長 副委員長 
松 岡 四 郎 税理士・近畿税理士会柏原支部長  
井 谷 崇 明 篠山市老人クラブ連合会多紀支部長  
大 江 操 代 篠山市いずみ会会長兼篠山ブロック長  

 
６ 特定指定する理由 

  市は、篠山市滞在型市民農園ハートピア農園を「豊かな自然に恵まれた田 

園を活用し、多様化する都市住民のニーズにこたえ、農業を通じてゆとりあ 

る余暇とやすらぎの空間を提供し、農村地域と交流を深める中で地域の活性 

化を促進させる」施設として設置した。 
  指定管理者の選定にあたっては、上記設置目的を達成するため、農業分野 

に精通した施設利用者への支援が可能な団体であるとともに、市と連携した 

取り組みが見込める団体であることが望ましい。 
  以上のことから当該施設は、市出資法人であるグリーンファームささやま 

の運営と当該施設及びハートピアセンターの一体的な管理方法を進めるため、 

篠山市公の施設の指定管理の指定手続等に関する条例第５条第１項第４号 

「当該施設の設置目的、性格及び業務の性質等から特定の団体に管理させる 

ことが、当該施設の適切な管理に資すると認められるとき」に該当し、公募 

によらず特定の者を指定管理者として選定する。 
 


